
　
65
歳
以
上
の
方
︵
第
１
号
被
保
険

者
︶
を
対
象
に
、
介
護
保
険
料
額
決

定
通
知
書
︵
納
入
通
知
書
︶
を
７
月

上
旬
に
送
付
し
ま
す
。
介
護
保
険
料

の
納
め
方
な
ど
詳
し
く
は
、
通
知
書

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
新
た
な
介
護
保
険
施
設
の
入
所
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
の
際
、
所

得
状
況
で
食
費
や
居
住
費
が
減
額
さ

れ
る
認
定
証
は
、
毎
年
８
月
に
更
新

し
ま
す
。
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
に
は
、
申
請
書
を
送
付
し
ま
し

た
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
新
規

に
認
定
証
が
必
要
な
方
も
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
対
象
　
市
・
都
民
税
非
課
税
世
帯

　
の
方
か
生
活
保
護
受
給
の
方

※
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
は
、
対
象
外
で
す
。

　●

世
帯
分
離
し
た
場
合
で
も
、
配
偶

　
﹁
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

︵
※
︶
﹂
は
70
歳
以
上
で
国
保
に
加

入
し
て
い
る
方
、
﹁
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
﹂
は
75
歳
以
上
の
方

︵
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
定
さ

れ
た
65
歳
以
上
の
方
を
含
む
︶
全
員

を
対
象
に
７
月
下
旬
ま
で
に
お
送
り

し
ま
す
。
更
新
に
合
わ
せ
て
、
平
成

30
年
度
の
市
・
都
民
税
の
課
税
所
得

に
応
じ
て
、
医
療
機
関
な
ど
で
支
払

う
負
担
割
合
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

※
﹁
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
﹂

　
は
、
誕
生
月
の
翌
月
︵
１
日
生
ま

　
者
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

　●

預
貯
金
な
ど
の
額
が
単
身
の
場
合

　
は
１
千
万
円
超
、
夫
婦
の
場
合
は

　
２
千
万
円
超
の
方

▽
対
象
施
設
　
介
護
老
人
福
祉
施
設
、

　
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養

　
型
医
療
施
設
、
介
護
医
療
院
、
地

　
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

▽
申
請
方
法
　
申
請
用
紙
、
預
金
通

　
帳
な
ど
の
写
し
、
現
在
お
使
い
の

　
認
定
証
︵
更
新
の
み
︶
、
介
護
保

　
険
被
保
険
者
証
︵
新
規
の
み
︶
を

　
お
持
ち
の
上
、
窓
口
で
申
請
し
て

　
く
だ
さ
い
。

　
れ
の
人
は
誕
生
月
︶
か
ら
使
用
で

　
き
ま
す
。
新
た
に
70
歳
に
な
る
方

　
に
は
誕
生
月
中
旬
に
送
付
し
ま

　
す
。

▽
負
担
割
合
﹁
３
割
﹂
の
方
　
市
・

　
都
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万

　
円
以
上
の
方
や
同
一
世
帯
に
同
じ

　
健
康
保
険
に
加
入
し
、
負
担
割
合

　
﹁
３
割
﹂
の
70
歳
以
上
の
方
が
い

　
る
方

※
同
一
世
帯
の
70
歳
以
上
の
方
の
人

　
数
と
収
入
の
合
計
額
が
次
の
場
合

　
は
、
申
請
に
よ
り
、
負
担
割
合
が

　
国
保
の
方
は
﹁
２
割
﹂
か
﹁
１

　
割
﹂
、
後
期
高
齢
の
方
は
﹁
１

　
割
﹂
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　●

１
人
の
場
合
…
３
８
３
万
円
未
満

　●

２
人
以
上
の
場
合
…
５
２
０
万
円

　
未
満

　
介
護
保
険
の
自
己
負
担
割
合
は
、

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
の
所

得
な
ど
︵
図
の
と
お
り
︶
で
負
担
額

が
変
わ
り
ま
す
。
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
自
己
負
担
割
合
は
、
こ
れ
ま
で

１
割
負
担
か
２
割
負
担
で
し
た
が
、

８
月
か
ら
、
本
人
の
所
得
な
ど
に
応

じ
て
、
１
割
・
２
割
・
３
割
負
担
に

な
り
ま
す
。
こ
の
負
担
割
合
を
記
載

し
た
﹁
介
護
保
険
負
担
割
合
証
﹂
を

７
月
中
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
限
の
切
れ
た
割
合
証
は
、

　
個
人
情
報
を
含
む
た
め
、
ご
自
身

　
で
は
さ
み
を
入
れ
る
な
ど
し
て
破

　
棄
し
て
い
た
だ
く
か
、
高
齢
者
支

　
援
課
か
五
日
市
出
張
所
の
窓
口
に

　
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け

る
際
に
、
窓
口
負
担
が
減
額
さ
れ
る

﹁
限
度
額
適
用
認
定
証
﹂
な
ど
の
各

種
認
定
証
の
交
付
に
は
、
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。

※
平
成
30
年
８
月
か
ら
、
70
歳
以
上

　
で
負
担
割
合
が
３
割
の
方
も
限
度

　
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

　
こ
と
が
で
き
ま
す
︵
国
保
、
後
期

　
高
齢
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
制
度
に
加
入

　
の
同
世
帯
70
歳
以
上
の
加
入
者
全

　
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が
い
ず
れ

　
も
６
９
０
万
円
未
満
の
方
が
対

　
象
︶
。
詳
し
く
は
、
﹁
国
民
健
康

　
保
険
高
齢
受
給
者
証
﹂
﹁
後
期
高

　
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
﹂
に
同
封

　
の
し
お
り
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

　●

国
保
に
加
入
の
方
…
８
月
以
降
も

　
必
要
な
方
は
、
更
新
手
続
き
し
て

　
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
７
月
中
旬

　
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

※
保
険
税
が
未
納
の
世
帯
の
方
は
申

　
請
で
き
ま
せ
ん
。

　●

後
期
高
齢
に
加
入
の
方
…
減
額
認

　
定
証
を
お
持
ち
で
８
月
以
降
も
対

　
象
の
方
に
は
、
７
月
下
旬
に
新
し

　
い
減
額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。

▽
新
規
申
請
の
方

　●

国
保
に
加
入
の
方
で
必
要
な
方
は

　
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　●

後
期
高
齢
に
加
入
の
方
…
該
当
に

　
な
る
方
に
は
、
申
請
書
を
８
月
中

　
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

　
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
で
使
わ

れ
る
入
賞
メ
ダ
ル
に
、
不
要
に
な
っ

た
小
型
家
電
に
含
ま
れ
る
リ
サ
イ
ク

ル
材
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
市
で
は
、
こ
の
取
組
に
参
加

し
、
携
帯
電
話
な
ど
を
回
収
し
て
い

ま
す
。

▽
回
収
対
象
品
　
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ

　
Ｓ
︵
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
含
む
︶

※
デ
ー
タ
な
ど
は
、
必
ず
消
去
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▽
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
設
置
場
所
な
ど

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
申
請
書

　
︵
更
新
の
方
︶
、
保
険
証
、
は
ん

　
こ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー

　
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

▽
申
請
場
所
　
保
険
年
金
課
、
五
日

　
市
出
張
所

▽
問
合
せ

　●

国
民
健
康
保
険
…
保
険
年
金
課
国

　
民
健
康
保
険
係

　●

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
…
保
険
年

　
金
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

　
20
歳
前
の
け
が
や
病
気
が
原
因
で

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
﹁
国
民
年

金
受
給
権
者
所
得
状
況
届
﹂
が
送
付

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
障
が
い
の
程
度

を
確
認
す
る
必
要
の
あ
る
方
に
は
、

﹁
障
害
状
態
確
認
届
︵
診
断
書
︶
﹂

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の
診

断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
に
市
内

　
に
転
入
し
た
方
は
、
１
月
１
日
現

　
在
に
住
民
登
録
の
あ
っ
た
市
区
町

　

︵
年
末
・
年
始
を
除
く
︶

　●

市
役
所
１
階
総
合
案
内
窓
口
…
平

　
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
︵
午
後

　
０
時
30
分
か
ら
１
時
を
除
く
︶

　●

五
日
市
出
張
所
…
環
境
政
策
課

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分

　●

秋
川
体
育
館
…
午
前
９
時
〜
午
後

　
９
時
︵
第
１
・
３
火
曜
日
を
除

　
く
︶

　●

五
日
市
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ
…
午
前

　
９
時
〜
午
後
９
時
︵
第
１
・
３
水

　
曜
日
を
除
く
︶

※
一
度
回
収
し
た
携
帯
電
話
な
ど
は

　
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他
　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
か
日
本
環
境
衛
生
セ
ン
タ

　
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵h

ttp
://

　w
w
w
.to

s
h
i-k

o
u
z
a
n
.jp

︶

　
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
主
催
　
東
京
２
０
２
０
組
織
委
員

　
会

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係

　
村
の
所
得
証
明
書
︵
平
成
30
年
度

　
分
︶
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
方
法
な
ど
　
７
月
31
日
㈫

　
︵
必
着
︶
ま
で
に
届
出
書
に
必
要

　
事
項
を
記
入
の
上
、
返
信
用
封
筒

　
で
郵
送
す
る
か
直
接
窓
口
︵
平
日

　
の
み
︶
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
所
得
状
況
届
や
障
害
状
態
確
認
届

　
な
ど
の
提
出
が
遅
れ
る
と
年
金
の

　
支
給
が
一
時
止
ま
る
こ
と
が
あ
り

　
ま
す
。

▽
提
出
先
　
保
険
年
金
課
年
金
係
、

　
五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

▽
問
合
せ
　
青
梅
年
金
事
務
所
︵
☎

　
０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
︶
、

　
保
険
年
金
課
年
金
係

　
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
の
端
末
機
で
、
住
民
票
の
写
し

な
ど
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

▽
時
間
　
午
前
６
時
30
分
〜
午
後
11

　
時
︵
年
末
年
始
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

　
日
を
除
く
︶

▽
コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
る
証
明
書

　
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
の
た

め
、
家
庭
を
は
じ
め
、
学
校
、
職

場
、
地
域
が
一
体
と
な
り
、
心
の
こ

も
っ
た
指
導
と
見
守
り
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
生
涯
学
習
推

　
進
課
生
涯
学
習
係
︵
直
通
５
５
８

　
・
２
４
３
８
︶

▽
期
間
　
７
月
９
日
㈪
〜
14
日
㈯
、

　
８
月
13
日
㈪
〜
18
日
㈯

▽
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30

　
分
︵
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
︶

※
水
曜
日
は
午
後
７
時
30
分
ま
で

▽
場
所
　
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ

　
ィ
ホ
ー
ル

▽
対
象
　
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

▽
持
ち
物
　
通
知
カ
ー
ド
と
申
請
書
、

　
本
人
確
認
書
類
︵
運
転
免
許
証
な

　
ど
公
的
機
関
で
発
行
し
た
顔
写
真

　
付
き
の
身
分
証
明
書
の
場
合
は
１

　
点
、
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
の

　
方
は
２
点
︶
、
は
ん
こ

※
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
記
載
内

　
容
に
変
更
が
あ
っ
た
方
や
申
請
書

　
を
な
く
し
た
方
は
、
申
請
書
を
再

　
発
行
し
ま
す
。
必
ず
本
人
確
認
書

　
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
方
法
　
前
日
ま
で
に
、
必

　
ず
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
市
民
課
市
民

　
窓
口
係
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
電

　
話
︵
☎
５
１
８
・
７
２
６
１
︶

　
住
民
票
の
写
し
︵
本
人
、
同
世
帯

　
の
人
︶
、
印
鑑
登
録
証
明
書
︵
本

　
人
の
み
︶
、
課
税
・
非
課
税
証
明

　
書
︵
本
人
の
み
︶

※
15
歳
未
満
の
方
、
手
数
料
免
除
に

　
よ
る
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
持
ち
物
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
時
に

　
設
定
し
た
暗
証
番
号
︵
利
用
者
証

　
明
用
電
子
証
明
書
︶
の
入
力
が
必

　
要
で
す
。

▽
手
数
料
　
１
通
２
０
０
円

▽
問
合
せ
　
市
民
課
市
民
窓
口
係
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介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

　
者
証
」、「
後
期
高
齢
者
医
療

　
被
保
険
者
証
」
の
一
斉
更
新

「
都
市
鉱
山
か
ら
つ
く
る
!
み
ん
な
の
メ
ダ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
参
加
し
よ
う

７
月
は
青
少
年
の
非
行
・

被
害
防
止
全
国
強
調
月
間
で
す

（
予
約
制
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
申
請
用
の
無
料
写
真
撮
影
と

　
申
請
書
の
書
き
方
サ
ポ
ー
ト

10
月
１
日
か
ら
住
民
票
の
写
し

な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
始
め
ま
す

国
民
年
金
受
給
権
者
所
得

状
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

介
護
保
険
負
担
限
度
額

　
　
　
認
定
証
の
更
新
・
申
請

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
更
新

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

　
　
　
減
額
認
定
証
」
の
交
付

図《利用者負担の判定の流れ》

第１号

被保険者

(65歳以上

の方)

220万円以上

160万円未満

160万円以上

220万円未満

第２号

被保険者

(40～64歳

の方)

介
護
保
険
料
額

　
　
決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

申請・問合せ　高齢者支援課介護保険係（直通５５８・１９６９）

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

年金収入＋その他の合計所得
金額が
単身で340万円以上　または
65歳以上の方が2人以上いる
世帯で463万円以上

年金収入＋その他の合計所得
金額が
単身で280万円以上　または
65歳以上の方が2人以上いる
世帯で346万円以上

い
い
え

３
割
負
担

２
割
負
担

１
割
負
担

はい

はい

いいえ


